
平成 29 年 3 月

平成 28 年度 令和 7 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,458 円（税抜） 3,080 円（税抜）

2,458 円（税抜） 3,119 円（税抜）

2,458 円（税抜） 3,139 円（税抜）

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　特になし

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和２年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和２年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

20.0人/ha

　　特になし

有

処 理 区 数 　　1処理区　　琵琶湖東北部流域下水道

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　　特になし

令和元年度 令和元年度

平成３０年度 平成３０年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　日本下水道協会発行の「公共下水道使用料算定の基本的考え方」を基に下水道事業における固定費の基
本使用料への配分を行い、現行体系では２５％の基本使用料配分比としています。残りの７５％を従量使用料
として一般家庭における使用実態を考慮し、月１００㎥までを３ランクに分けた累進制を採用しています。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　事業所等の排水については、月７５０㎥を超える特定事業所については、別途特定排水として従量単価を
設け、それ以下の規模の事業所には、１００㎥と７５０㎥の間に２ランクを加えた体系としています。　なお、官公
署等の事業所については、特定排水単価の適用は行わず、公衆浴場には、３００㎥を超える部分について逓
減単価を用いています。

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適
（一部適用）

長浜市下水道事業経営戦略

平成４年４月１日
（２９年）

滋賀県　長浜市

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ： （令和４年３月　見直し）

特定環境保全公共下水道事業（流域下水道関連）



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

　別紙「経営比較分析表」のとおり

職 員 数
　令和３年度下水道関係職員数　　 計　22名
　公共下水道事業　18名　農業集落排水事業　4名

　平成３０年度の公共下水道事業法適化に伴い、都市建設部から独立し下水道事業部を設置し、下水道総
務課、下水道施設課の２課体制となりました。

現在活用はありません。

現在活用はありません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

　長浜市全体の人口について今後減少が予想されており、特定環境保全公共下水道区域についても、人口減少が進む地域となっていま
す。

有収水量の予測

　上記の人口予測に基づき、現状の一般排水については減少する見込みとなっていますが、農業集落排水からの接続が順次あることから、
一般排水の有収水量は、今後、増加する見込みです。事業所等の特定排水については、現状、新型コロナウィルス感染症対策のため経済
活動が縮小していることから、例年に比べ低い水準となっていますが、今後についても現状をベースに試算を行っています。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在活用はありません。

現在活用はありません。

 イ　指定管理者制度

現在活用はありません。

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

　平成26年度に長浜市における下水道事業における課題を整理し、令和10年度を目標とした「長浜市下水道ビジョン」を策定、併せてビジョ
ンを実現するための「長浜市下水道事業中期経営計画」を策定したところです。　公共下水道事業は、平成19年をもって概ね全域の整備が
完了し、彦根市、長浜市を中心とする４市４町の地域を対象とした流域下水道で処理をしています。　当初、県下の生活排水処理は、市街地
だけでなく広大な農村地域も含めて、流域公共下水道事業によって対応するものと考えられておりましたが、昭和55年6月県議会において、
農村下水道を都市計画区域外の地域を中心に導入するという方針転換がなされ、農業集落排水事業が推進されました。　長浜市では、こ
れらの地域が流域下水道の恩恵を受けるには相当の年数を要することから、昭和56年度以降、農業集落排水事業による整備を進め、平成
17年度には55地区の処理施設が完工し、生活環境の向上に寄与してきました。しかし、供用開始後30年を経過する施設が加速度的に増加
していくことから、老朽化により高騰する維持管理費への対応として、本来の流域下水道への接続を計画しました。令和10年度までに32地区
を接続する予定となっています。
　特定環境保全公共下水道事業の経営については汚水処理原価を使用料単価が上回っており、農業集落排水からの接続後も毎年3億円
以上の経常利益が見込めるなど経営の安定化が図れている状況です。今後も現状の使用料収入を維持し、国の基準に基づいた一般会計
繰入金を確保することで、経営の安定を図っていきます。

使用料収入の見通し

　上記、有収水量の予測のとおり算定をしており、農業集落排水からの接続により増加となる見込みです。

施設の見通し

　特になし

組織の見通し

　特になし



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

　現状の使用料収入については、一般排水については人口減少に基づき減少とし、特定排水については現状ベースで試算しています。ま
た、農業集落排水からの接続に伴う使用料収入について増加を見込んでいます。
　一般会計繰入金については、現行の基準に基づき試算しています。
　長期前受金戻入額については、ほとんどの資産が償却期間中であるため、新規に取得した資産の財源について増額する試算としていま
す。また、農業集落排水からの接続に伴い増額する資産における財源についても、長期前受金として増額する試算としています。
　企業債については、建設改良企業債は今後の施設整備に伴う企業債の発行を試算しています。また、資本費平準化債については過去の
施設整備に伴う企業債の償還が順次終了することから、減少傾向となる見込みとしています。
　国庫補助金については、農業集落排水からの接続に関する施設整備分について計上しています。

　営業費用のうち、人件費、動力費、修繕費等の維持管理費については、農業集落排水からの接続により公共下水道事業会計全体で増加
傾向となり、農業集落排水からの接続はすべて特定環境保全公共下水道事業への接続になるため、増加する見込みとしています。また、減
価償却費については、ほとんどの資産が償却期間中であるため、新規に取得した資産の減価償却費について増額する試算としています。ま
た、農業集落排水からの接続に伴う資産についても増加を見込んでいます。流域下水道への維持管理負担金についても、農業集落排水か
らの接続はすべて特環境保全公共下水道への接続となるため、増加を見込んでいます。
　営業外費用については、過去の整備に伴う企業債の利子償還がありますが、順次償還が終了するため減少する見込みとしています。

　平成27年3月策定の「長浜市下水道ビジョン」に基づき、令和10年度までに農業集落排水事業区域内の32
処理施設を接続するための建設改良費を見込みました。併せて、新たに接続を計画している地域についての
建設改良費についても一部見込んでいます。滋賀県が整備する流域下水道整備等の建設費の一部を負担
する必要があり、今後も農業集落排水からの接続のため、琵琶湖東北部地域流域下水道の延伸が予定され
ていることから、継続して負担金の発生を見込んでいます。マンホールポンプ長寿命化計画が令和3年度に
終了することから、新たに計画を策定し、引き続き老朽化したマンホールポンプの改築更新のため、計画的な
更新を行い、投資の平準化を図ります。また、農業集落排水からの接続以外については、本市の下水道管渠
については、最も古いものでも経過年数35年程であり本計画期間中における大規模な更新工事は発生しな
い見込みです。

目 標
　特別環境保全公共下水道事業は維持管理費を使用料収入で回収できており健全経営となっています。国
の基準に基づく一般会計繰入金を今後も確保し健全経営に努めます。

目 標



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　汚水処理原価を使用料単価が上回っていますが、農業集落排水も含めた下水道全体
の一般会計繰入金への依存が高い状況となっています。農業集落排水事業として残る
地域の再編等を踏まえた上で下水道事業全体の適正な使用料水準の検討を行う必要が
あります。

使用料の見直しに関する事項

　

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　本市の事業進捗管理は中期経営計画を中心に行っていることから、次期中期経営計画策定時
に、経営戦略を含め中期経営計画と経営戦略の統合を行います。

職員給与費に関する事項

動力費に関する事項

修繕費に関する事項

委託費に関する事項

その他の取組

薬品費に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組


